
公 益 財 団 法 人 介 護 労 働 安 定 セ ン タ ー  

ソ ー シ ャ ル ・ ネ ッ ト ワ ー キ ン グ ・ サ ー ビ ス 運 用 方 針  

 

 公 益 財 団 法 人 介 護 労 働 安 定 セ ン タ ー（ 以 下「 当 セ ン タ ー 」と 言 う 。）

で は 、ソ ー シ ャ ル・ネ ッ ト ワ ー キ ン グ・サ ー ビ ス（ 以 下「 SN S」と 言 う 。）

を 利 用 し 、実 施 す る 事 業 の 情 報 や 介 護 事 業 者 、介 護 労 働 者 及 び 介 護 関

係 機 関 へ 必 要 な 情 報 を 発 信 し て い き ま す 。  

 

１  当 セ ン タ ー の 公 式 ア カ ウ ン ト 情 報  

  別 紙 「 公 益 財 団 法 人 介 護 労 働 安 定 セ ン タ ー 公 式 ア カ ウ ン ト 一 覧 」

の と お り 。  

 

２  管 理 者  

（ １ ）SN S の 適 正 か つ 円 滑 な 運 用 を 図 る た め 、S NS 運 用 管 理 者 を 置 き ま

す 。  

・ SN S 運 用 管 理 者 は セ ン タ ー 本 部 の 業 務 部 長 と し ま す 。  

（ ２ ）SN S の 充 実 を 図 る と と も に 、掲 載 す る コ ン テ ン ツ を 適 正 に 作 成・

管 理 す る た め 、 SNS 発 信 管 理 者 を 置 き ま す 。  

  ・ S NS 発 信 管 理 者 は 、各 支 部 長 と し ま す（ 本 部 は 企 画 調 整 課 長 ）。  

３  注 意 事 項  

（ １ ） 各 ア カ ウ ン ト の コ メ ン ト 等 へ の 返 信 は 原 則 と し て 行 い ま せ ん 。 

当 セ ン タ ー へ の ご 意 見 に つ い て は 、当 セ ン タ ー ホ ー ム ペ ー ジ の

お 問 い 合 わ せ か ら お 願 い し ま す 。  
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（ ２ ）以 下 の 項 目 に 該 当 す る 場 合 は 利 用 を ご 遠 慮 く だ さ い 。投 稿 内 容

に 関 係 の な い コ メ ン ト や 、以 下 の 項 目 に 該 当 す る と 判 断 し た コ メ ン ト

は 、 投 稿 者 に 断 り な く 、 全 部 ま た は 一 部 を 非 常 時 、 削 除 、 拒 否 す る 場

合 が あ り ま す 。  

   ま た 、コ メ ン ト の 状 況 に 応 じ て 、各 ア カ ウ ン ト に お い て コ メ ン

ト 欄 を 予 告 な く 非 表 示 と す る 場 合 が あ り ま す 。  

  ・ 法 令 又 は 条 例 に 反 す る 場 合 ま た は そ の お そ れ が あ る 場 合  

  ・ 公 序 良 俗 に 反 す る 場 合  

  ・ 犯 罪 行 為 等 を 誘 発 ま た は 助 長 す る 場 合  

  ・ 特 定 の 個 人 、 企 業 、 団 体 等 へ の 誹 謗 中 傷 、 ま た は 名 誉 も し く は

信 用 を 傷 つ け る 場 合  

  ・ 本 人 の 承 諾 な く 個 人 情 報 を 特 定 ・ 開 示 ・ 漏 え い す る 等 プ ラ イ バ

シ ー を 害 す る 場 合  

  ・ 著 作 権 、 商 標 権 、 肖 像 権 な ど 当 セ ン タ ー ま た は 第 三 者 の 知 的 財
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産 権 を 侵 害 す る 場 合  

  ・ 第 三 者 に 不 利 益 を 与 え る 場 合  

  ・ 営 利 活 動 、 政 治 活 動 、 宗 教 活 動 及 び 選 挙 活 動 を 目 的 と し て い る

場 合 ま た は こ れ ら に 類 似 す る 場 合  

  ・ 人 種 ・ 思 想 ・ 信 条 等 の 差 別 を 助 長 す る 場 合  

  ・ 人 権 を 侵 害 す る 場 合 ま た は お そ れ が あ る 場 合  

  ・ 同 一 ユ ー ザ ー に よ り 繰 り 返 し 投 稿 さ れ た 場 合 、同 一 内 容 ま た は

内 容 が 似 通 っ て い る 場 合  

  ・ 他 の 利 用 者 、 第 三 者 等 に 成 り す ま し た 場 合  

  ・ 当 セ ン タ ー の 発 信 す る 内 容 に 関 係 の な い 場 合  

・ 当 セ ン タ ー が 発 信 す る 内 容 の 一 部 ま た は 全 部 を 改 変 す る 場 合  

  ・ わ い せ つ な 表 現 を 含 む 場 合  

  ・ 各 S NS の 利 用 規 約 に 反 す る 場 合  

  ・ そ の 他 、 各 ア カ ウ ン ト の 運 営 上 、 当 セ ン タ ー が 不 適 切 と 判 断 し

た 場 合  

（ ３ ） 上 記 （ ２ ） に 該 当 す る コ メ ン ト を 投 稿 す る ユ ー ザ ー は 、 各 ア カ

ウ ン ト へ の コ メ ン ト を ブ ロ ッ ク す る 場 合 が あ り ま す 。 ま た 、各 ア

カ ウ ン ト の 適 切 な 運 営 を 妨 げ る ユ ー ザ ー は 、永 久 に ブ ロ ッ ク す る

場 合 が あ り ま す 。  

（ ４ ）お 使 い の ブ ラ ウ ザ の 種 類 な ど 、閲 覧 環 境 に よ っ て は リ ン ク 先 の

ペ ー ジ が う ま く 読 み 込 め な い な ど 、閲 覧 に 支 障 が 出 る 場 合 が あ り

ま す 。  

 

４  運 用 方 針 の 変 更 等  

当 セ ン タ ー は 、 予 告 な く 「 運 用 方 針 」 の 変 更 や 、 運 用 を 中 止 す る

場 合 が あ り ま す 。  

新 た な ア カ ウ ン ト に よ り 情 報 発 信 を 始 め る と き は 、上 記 １ の ア カ

ウ ン ト 情 報 を 更 新 し ま す 。  

 

５  知 的 財 産 権  

   各 ア カ ウ ン ト に 掲 載 し て い る 写 真 、 イ ラ ス ト 、 音 声 、 動 画 及 び 記

事 等 の 知 的 財 産 権 は 当 セ ン タ ー ま た は 適 正 な 権 利 を 有 す る 者 に 帰

属 し ま す 。  

   各 ア カ ウ ン ト に 帰 属 す る 記 事 に 対 す る 「 フ ォ ロ ー 」 、「 リ ツ イ ー

ト 」 、 「 い い ね 」 及 び 「 シ ェ ア 」 の 機 能 に つ い て は 、 自 由 に 使 用 し

て い た だ く こ と が で き ま す 。  

ま た 、 出 所 を 明 記 し て の 掲 載 は 可 能 で す が 、「 無 断 転 載 を 禁 じ ま

す 」 等 の 注 記 が あ る 場 合 に は 、 こ の 限 り で は あ り ま せ ん 。  



 

６  免 責 事 項  

（ １ ）各 ア カ ウ ン ト に 掲 載 さ れ て い る 情 報 の 正 確 性 に つ い て は 万 全 を

期 し て い ま す が 、利 用 者 が 各 ア カ ウ ン ト の 情 報 を 用 い て 行 う 一 切

の 行 為 に つ い て 、当 セ ン タ ー は 何 ら 責 任 を 負 う も の で は あ り ま せ

ん 。  

（ ２ ）利 用 者 の 個 人 ア カ ウ ン ト の 第 三 者 へ の 公 開 等 の 設 定 に つ き ま し

て は 、 利 用 者 個 人 の 判 断 及 び 管 理 と な り ま す 。  

各 ア カ ウ ン ト に 関 連 し て 生 じ た 利 用 者 間 の ト ラ ブ ル ま た は そ

の 被 っ た 損 害 に つ い て 、ま た は 、各 ア カ ウ ン ト に 関 連 し て 生 じ た

利 用 者 と 第 三 者 と の ト ラ ブ ル ま た は そ の 被 っ た 被 害 に つ い て は 、

当 セ ン タ ー 責 任 を 負 い か ね ま す の で ご 了 承 く だ さ い 。  

（ ３ ）投 稿 に 係 る 著 作 権 等 は 、当 該 投 稿 を 行 っ た ユ ー ザ ー 本 人 に 帰 属

し ま す が 、投 稿 さ れ た こ と を も っ て 、ユ ー ザ ー は 当 セ ン タ ー に 対

し 、投 稿 コ ン テ ン ツ を 全 世 界 に お い て 無 償 で 非 独 占 的 に 使 用 す る

権 利 を 許 諾 し た も の と し 、か つ 、当 セ ン タ ー に 対 し て 著 作 権 等 を

行 使 し な い こ と に 同 意 し た も の と み な し ま す 。  

（ ４ ） 上 記 （ １ ） ～ （ ３ ） の ほ か 、 各 ア カ ウ ン ト に 関 連 し て 生 じ た い

か な る 損 害 に つ い て も 、 当 セ ン タ ー は 一 切 の 責 任 を 負 い ま せ ん 。 

 

７  コ ン プ ラ イ ア ン ス の 徹 底  

  S NS 運 用 管 理 者 及 び SN S 発 信 管 理 者 は 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス の 徹 底

と 社 会 的 規 範 な ど の 倫 理 観 を 持 っ た 運 用 と す る た め に 、管 理 を 徹 底

し て ま い り ま す 。  

 

８  運 用  

  こ の 運 用 方 針 は 、 令 和 5 年 6 月 7 日 か ら 適 用 し ま す 。  

 


